
千歳市第２次環境基本計画策定にかかる

提　言　書
ちとせエコロジー市民会議
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１．提言書の策定にあたって
私たちは、環境に恵まれた千歳市で生活し活動し、日々を過ごしていますが、今や環境問題は地球規模へと広がり、一人ひとりの行動が地球温暖化などの環境問題に大きく関わっている状況となっています。
あらためて千歳市の環境の状況を私たちの生活体験の中から、いろいろと意見を交換してみると、環境保全に関わる取り組みが未だ十分ではないことがわかり、各種の環境施策をより一層進める必要性を感じています。
　私たちは、あらたな環境基本計画を策定するために千歳市の環境の現状を把握し、課題を明らかにし、事業所及び市民等が取り組むべき方向や目指すべき目標と千歳市の望ましい環境像について検討を重ね、より良い環境の保全につながる提言としてまとめることに注力してきました。
私たちは、会議を重ねるごとに、将来への貴重な自然の恵みの継承を認識し、今の自分たちの責任を受け止め、限られた地域のみならず、地球規模の温暖化等を踏まえた環境保全に取り組むことが望ましいとの想いから、千歳市民にも呼びかけていきたいと考えています。
まずは、「一人ひとりができる環境保全から始めよう」を合言葉に、提言書が環境基本計画に反映され、市民、事業者、市等がそれぞれの役割のもとに望ましい環境像を目指すことを切に願います。
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２．千歳市第２次環境基本計画策定の背景～国や北海道の動きから～

国の第３次環境基本計画と北海道の第２次環境基本計画では、近年の社会経済情勢の変化を背景に政策の方向性を定めており、以下の傾向が伺えます。

　・国も北海道も、計画実現の担保性を高めるため、地域説明会や啓発などを中心に数値目標の設定による進捗管理をより重視した基本計画を策定しています。また、環境配慮の取り組みと産業発展が好循環で成り立つなど持続的な取り組みを奨励しています。

　・北海道では、地域自らが環境保全に責任を持ち環境配慮に努めていく観点から、貴重な自然資源である知床世界遺産の厳格な保全、基幹産業である農林業等に由来するバイオマスエネルギーの利用、道民に身近な地域環境確保のための都市生活型公害（騒音・振動など）や生活環境保全の対策などを基本計画に位置づけて取り組みを進めています。

・また、国では二酸化炭素削減目標が見直される動きも出てきており、千歳市においても国・道の動きと足並みを揃え、さらに千歳市ならではの取り組みを適切に見極めて環境保全や配慮の方向性を定める必要があります。
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３．千歳市の環境をとりまく現状

（１）千歳市の概況について
①自然環境

　　　千歳市は、道央圏・石狩平野の南端に位置しており、札幌市・苫小牧市・恵庭市などに隣接しています。市域は東西に５７キロメートルと長く、西高東低の地形を成しています。市域の中央部はほぼ平坦な土地で、市街地をはじめ工業団地、空港や鉄路・道路などの交通の要衝地、自衛隊駐屯地などに活用されています。東部は丘陵地帯で、畑作を中心とし、畜産業においては飼育頭数などで石狩管内でも上位の実績を有しています。また、西部は国立公園として指定されている支笏湖地域で千歳市の森林面積の約８割を占めるとともに、樽前山や恵庭岳など、山岳地帯を形成しています。

②社会環境・生活環境
北海道から世界に向けた空の玄関口である千歳市の人口は、平成２２年１月現在で９万3千人にのぼっており、高齢化率は徐々に上昇していますが新千歳空港ターミナルビルや工業団地での就労機会の増加により北海道で一番若いまち（平均年齢３９．４歳　平成１７年国勢調査）となっています。産業別の人口では商業、サービス業などの第３次産業が最も多く、卸売・小売業の販売額も増加し、郊外のアウトレットモールをはじめとする大型小売店舗は近隣都市の住民や観光客にも広く利用されています。工業も盛んで北海道内陸部の工業都市として第１～第４工業団地、臨空工業団地、流通業務団地などを整備し、企業誘致を進めています。光関連・食品などの産業を中心に加工組立型の製造業など多種多様な企業が立地し産業発展の一翼を担っています。企業活動が盛んな一方で、航空自衛隊、陸上自衛隊の関係者が多く居住し「自衛隊のまち」とも呼ばれています。
さらに、新千歳空港を擁する空の交通のみならずＪＲ線、道央自動車道や国道・道々が各方面にのびる交通の要衝でもあります。
（２）千歳市の環境に関する取り組み
　　これまで実施された千歳市の環境に関する取り組みには、以下のものがあります。
	①自然環境の保全
	「千歳市自然環境保全地区」の指定、自然観察会の実施

	②公害防止
	大気汚染･騒音､ダイオキシン等の化学物質の測定調査、防衛施設等に伴う障害防止対策の実施

	③地球環境の保全
	事業所や市役所における環境マネジメントシステムの実施・運用
（ＩＳＯ14001※１、エコアクション21※２、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）※３）、「EQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o(\s\up 10(エ   コ),ＥＣＯ)ちとせ」※４など地域への環境マネジメントの普及や温暖化防止実行計画の推進、さらに、地球温暖化防止キャンペーンなどの普及啓発、環境モニターの実施

	④ごみの収集・
　　　リサイクル
	ノーレジ袋運動、エコ商店認証制度※５、廃棄物処理手数料の改定
など

	⑤環境美化
	市民団体との河川環境の美化の推進、空き地の環境美化の推進　など
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※１

ＩＳＯ14001　 　：

　（市内41件）
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※２

エコアクション21：

　（市内１件）
※３
北海道環境マネジ：

メントシステムス
タンダード(ＨＥＳ)
　（市内３件）　　　　　 

　　　　　　　　　　 
※４

ＥＣＯちとせ　　： 
　（27件）
※５

エコ商店認証制度：

　（80件）
（３）環境に対する市民意識について
　　平成２０年度に実施した「千歳市の環境に関するアンケート調査」では、市民の環境に関する様々な意識や意向が表されています。なかでも市民の環境に対する関心や認知度については、以下のことが明らかになっています。アンケートは、調査対象１，２００件の市民のうち有効回答５５５件となりました。
①千歳市民は、航空機をはじめとする騒音、自動車などの振動を回答者の半数以上が感じている状況となっている。
　　　【身の回りの騒音】　　　　　　　　【身の回りの振動】

②千歳市のシンボルである「千歳川」や「支笏湖」の環境についての設問に対して、「わからない」との回答も半数近くを示しており、関心が薄れている。

【千歳川についての関心】　　　　【支笏湖についての関心】

（「環境が良好に保たれている」と「環境が以前より悪化している」の居住年別内訳）

千歳に長く住んでいる人にとっては、シンボルである「千歳川」、「支笏湖」の環境は悪化していると感じられている。

③地球温暖化防止キャンペーン「チームマイナス６％」の運動を知らないと回答した市民が６割いる。

【「チームマイナス6％」の認知度】


④地域の自然資源をまもるための「自然環境保全地区」について、知らないと回答した市民が８割にのぼる。
【自然環境保全地区の認知度】


　　「環境に関するアンケート調査」の結果は、上述のように分析されました。
　　千歳市のよりよい環境づくりを進めるためには、千歳川や支笏湖などのシンボル的な環境をはじめ、身近な千歳の環境に関心を持つこと、生活の中で感じとって、環境配慮の意識を深めていくことが大事です。
４．千歳市の環境像について

千歳市の望ましい環境像は、市の環境政策及び市民・事業者の取り組みの方向性を定めるための、道しるべとなるものです。
環境保全や環境負荷低減の取り組みは多くの市民の参加と継続が必要であることから環境像を設定するうえでは、市民に長く親しまれるスローガンであることが重要です。また、千歳市第２次環境基本計画としてより実効性のある計画とするため、市民一人ひとりが環境像へ向かうための行動指針や方向性を示すことも重要と考えます。
　現在の環境基本計画の望ましい環境像である“限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑　そして共生をめざして”は、空港と豊かな自然を擁する千歳市の特性を端的に表しており、今後も千歳の環境のあり方を示す普遍性を持った言葉です。
　しかし、その環境像は実現されたかというと、まだ道半ば、あるいは歩き始めたところではないでしょうか。取り組みの芽はいろいろなところに見られますが、アンケート結果から見られるように千歳の環境に関心の薄い市民も多く、取り組みの気運が市民全体に十分行き渡っていないように感じられます。

　望ましい環境像や目標を実現に近づけるにはどうしたらよいか、私たち『ちとせエコロジー市民会議』で議論したことは、「できるところから実行する」「身近な環境に常に目を配る」ということです。

以上のことから、私たちは、現在の基本計画の望ましい環境像をそのまま引き継ぎ、環境像を実現に近づけるために、千歳に関わりのある全ての人々がどのような意識で取り組むべきかを副題として付記することを提案します。


５．個別分野の取り組みのあり方について
（１）取り組みに必要な地域や期間
　　現在の環境基本計画に示されている環境保全の地域を受け継ぐとともに計画期間は概ね１０年程度として、見直しながら進めることを望みます。

①環境保全の対象地域

千歳市の環境保全のため、検討の対象とする地域は、千歳市全域としました。概ね３つに分けた、自然公園等の地域（市の西側）、都市部（市の中央）、農村部（市の東側）のそれぞれの特徴を活かして環境保全を図ることが必要だと考えています。

また、一人ひとりの環境保全行動の実践により、地球規模の環境についても視野に入れて検討することが望ましいと考えています。
②計画の期間

環境保全施策を進めるためには、ある程度の期間の目安が必要であると考えています。また、自然環境の保全等については、時間軸が長期にわたるものもあり、大まかな目安としての検討の期間を短期と中期及び長期で示すことを望みます。
（２）目標（取り組みの柱）の設定

現在の環境基本計画での個別分野の取り組みについては、
　　１．資源やエネルギーを有効に利用するまち

　２．都市生活型公害の心配のないまち

　３．良好な自然と身近な生物にふれあえるまち

　４．やすらぎと潤いに満ちた住みよいまち

　５．環境保全活動などにみんなが参加するまち

の５つの目標ごとに展開されてきました。

今回５つの取り組みの柱を見直すにあたって、以下の点に着目し、検討しました。
○「１．資源やエネルギーを有効に利用するまち」に関する取り組みの範囲や内容　

がこの１０年で非常に多くなってきました。資源循環（ごみ問題）ひとつとっても、ごみの分別、生ごみの堆肥化、リサイクルの推進など多岐にわたっています。また、地球環境問題も温暖化防止に向けた省エネルギーの取り組み、太陽光発電や風力・バイオマス利用など新エネルギーの導入、公共交通利用やグリーン購入などの環境配慮など、資源やエネルギーとして一つの柱に束ねることが難しくなっています。そこで私たちは、循環型社会と地球環境の保全の２つの分野に大きく分け、それぞれの取り組みの柱として設定することが妥当と考えました。

○「２．都市生活型公害の心配のないまち」「４．やすらぎと潤いに満ちた住みよいまち」は、どちらも市民の生活環境に係わる目標であり、今後は住環境を総合的な視点で考える必要性があり、一つの柱にまとめることが望ましいと考えます。
このことから、以下の５つの目標（取り組みの柱）を設定します。
千歳市第２次環境基本計画の５つの目標
目標１
生活環境と産業が調和した、健康・安全・安心で住みよいまち


目標２
生き物たちを育み、人々をもてなす豊かな自然を後世に引き継ぐまち


目標３
日々の暮らしや営みを通じて地球環境問題を積極的に考え、行動するまち


目標４
限りある資源を循環・再生させ、循環型社会の形成に向け努力を続けるまち


目標５
環境の大切さを学び、伝え、人を育てるまち

図－２　「ちとせエコロジー市民会議検討経過から想定する計画の体系（案）」



























 



（３）各目標の実現に向けた取り組み
　
目標１　生活環境と産業が調和した、健康・安全・安心で住みよいまち
　　　をつくるために





　目標２　生き物たちを育み、人々をもてなす豊かな自然を後世に引き継ぐまち
　　　をつくるために



目標３　日々の暮らしや営みを通じて地球環境問題を積極的に考え、行動するまち　
をつくるために




　目標４　限りある資源を循環・再生させ、循環型社会の形成に向け努力を続けるまち　をつくるために





目標５　環境の大切さを学び、伝え、人を育てるまち　
をつくるために




（４）千歳市の環境に対する取り組みの問題点･課題について
ちとせエコロジー市民会議では、現在の環境基本計画の環境目標に沿って、身の回りで関心のあること、問題に思っていることを議論しました。
現在の基本計画の目標ごとに個別の意見をまとめてみました。
意見等の表現は、ちとせエコロジー市民会議の資料のまま掲載しています。

　① 資源やエネルギーを有効に利用するまち

【個別意見】　　　
	分　類
	意　　見

	地球環境問題
	【二酸化炭素排出削減目標】

・新政権が掲げた２５％削減を考慮するのか？

・スマートグリッド（IT技術の利用による送電網の最適化）よるクリーンエネルギーの安定供給を検討しては：休耕田や畑を利用した太陽光発電の可能性

・支笏湖周辺台風災害・復興の森は、二酸化炭素の吸収源として重要

【自動車運転】

・マイカー乗り入れ規制による公共交通利用の促進、渋滞緩和など環境に配慮する必要
・自衛隊付近の通勤時間帯の交通混雑を工夫する必要がある。

	循環型社会

ごみの減量化、リサイクル


	【ごみ処理と再資源化】

・野菜ごみ処理機の導入は自分たちで出来る。

・シュレッダーした紙の再利用を検討する必要がある（現在は燃やすごみ）。新聞紙への再利用のような方法はないか。

・新たな処理機械を開発している企業もある。

・シュレッダーした紙など固形燃料に形を変える方法もある

・ダイレクトメールが多すぎて、資源の無駄遣いである。

・食品廃棄物の排出量の実態を把握するべき（外食産業・空港）
・まちを挙げて堆肥化に取り組んでいるところもある（富良野市）。

・家庭の生ごみ処理については、乾燥の手間や堆肥の引き取り先がないのが問題。

	省エネ、新エネ


	・千歳科学技術大学では太陽電池に関する研究を進めている。

・雪の反射光を利用するソーラーパネルの研究が進められている。大学内では既に設置して活用・研究を行っている

・事業所内に太陽光の大きなパネルを設置した企業もある。

・街のなかの過剰な街路灯やネオン・照明の対策は？


　② 都市生活型公害の心配のないまち

【個別意見】

	分　類
	意　　見

	大気汚染物質による環境負荷の低減


	・道路（国道沿い）の舗装材が飛散して空気を汚している。飛散しない材料はないか。

・盆地状の地形では排気ガスが溜まりやすい。（ポスフール前）
・まちの中心部にアスベストのビルが放置されている。

	生活排水、産業排水


	・千歳川の中州が大きくなり、流れが変わっている。大きな丸太が引っかかったりして美観上よくない。

・最近の取り組みではごみ拾い、業者による草刈り程度だけであり、以前のように川ざらいを行っていない。

・夕張川の水質調査は、（水源として）市民生活にとって重要である。

	騒音・振動


	・三沢の騒音調査を町内会で行っているようだが、しっかりとした調査を望む。

・航空祭の交通整理が不十分で市内が渋滞し、地域住民が迷惑している。主催者に検討願う。

・航空自衛隊や他の国の機関でも、環境配慮の取り組みに興味を示している。

	その他（化学物質）

	・ＰＣＢ※の扱いについて懸念がある。

・ＰＣＢは法律に基づき厳重に保管している。
処理施設は室蘭にある。
・小規模の企業での小型ボイラーの増加で、多大な熱量が発生する懸念がある。


　　※ＰＣＢ　： 
　③ 良好な自然と身近な生物にふれあえるまち

【個別意見】

	分　類
	意　　見

	自然公園、保全区域の指定・保全


	・自然が豊かなまち（昨年のＪ８での子供の意見として）。

【森林保全】

・丸山地区周辺の樹木が台風の影響で倒れている。

・アカエゾマツを植樹しても７年ぐらいは手入れをしないと、雪や害虫の影響で樹木が育たない。

・巨木の森は自然公園エリアのため手入れは出来ない。

	水辺空間の保全


	【千歳川】

・自然産卵のサケ⇒支笏湖から流れる千歳川（千歳のシンボル）。⇒川を維持するために森をまもる。

・上流の王子の発電所の稼働以来千歳川の流れ自体が変わった。

・千歳川の流れも変わり、風物詩だった灯篭流しも危険だから辞めている。

【その他】

・千歳湖の水は今でもきれいである。

	農村環境の保全


	・農業には後継者不足の問題があり、遊休地を利用する

・一種類ばかりでなく転作が重要（温暖化の抑制効果）

	野生動植物の保護


	【動物とのふれあい】

・北信濃の工業団地でもリスが見られる。千歳の住民もなかなか気づかないこと。

・道路でリスが車に轢かれるケースがしばしばある。恵庭公園ではリスの横断道がある。

・長沼町との境にあるネシコシ排水路に渡り鳥がたくさん集まる。毎年の行事としてバードウォッチングと合わせてごみ拾いしている。

・昔からの鳥の集まる水辺（長都沼）を農地にしたため、集まる場所が限定されてしまった。沢山集まることが自然が豊かということではない。

【外来種について】

・外来動植物を早期に駆除する。：アライグマ、支笏湖のウチダザリガニなどが生態系を破壊している。お金をかければ駆除ができる。
・外来種であるオオハンゴンソウを抜く活動を展開している。

・エゾシカが増えたのは人間が畑地や牧草地など草原的な環境をつくった影響であり、計画的に駆除する必要がある。

	自然とのふれあいの場
	【植林活動】

・森に人が関われる機会が必要。例：『復興の森事業』。復興の森事業では、森の作り方を変えた（色々な樹種を植えた、自然の森を作るための手段を考え、色々な動植物が生息するようになった）。

・単一樹種（アカエゾマツ）では災害が起きた場合に一気に倒れる。

【水辺の空間】

・護岸工事により千歳川に降りる方法がない。

・触れ合える環境がない（少ない、知らない）。


　④ やすらぎと潤いに満ちた住みよいまち

【個別意見】

	分　類
	意　　見

	公園緑地整備、緑化推進
	・町内会の老人会によって、公園はきれいになっている（清掃・ペンキ塗りなど）。

・北海道の季節感（メリハリ）のある環境がすばらしい。

・地区公園にも小動物（リス）が来る。

・冬季の公園・緑地の維持管理が必要。

・昔は雪を有効に利用して、雪まつりを実施していた⇒今もやった方がいいのではないか（冬も楽しむ）。

	良好な景観づくり


	・千歳から蘭越に入る手前の景観が美しい（千歳川の護岸に自然が残っている）。

・千歳科学技術大学内の美々川・ひらめきの橋からの景色がよい。

	住環境の整備


	・住宅をメンテナンスして保全していくのも重要（住宅の機能確保）。

・アスベストの早期対策が必要。

・街中のビルなど維持管理ができていないために美観を損ねている。

	文化財の保護


	・パレットの丘に停車場がない車を降りて景色をみたい。

・ママチ川の隧道（昔の基地跡など）の有効利用ができないか。

・「ニワトコの木」など昔ながらの植物の説明、情報が不足している。

・案内看板があっても周辺が清掃されていない。


　⑤ 環境保全活動などにみんなが参加するまち

【個別意見】

	分　類
	意　　見

	環境教育、環境学習


	・まずはチームマイナス６％を実現することが必要である。

・環境を学べる場所を提供する必要がある。最近は資格をとりに来る人が多い。

・学校で環境教育が義務付けられている。
・「自然観」を身につけることが必要である。

・学ぶための環境が千歳にはそろっている。

・千歳に資料館がない。

	環境保全活動への参加
	・冬期に歩くための方策として冬の観察会など(足跡、ほっちゃれ)。

・感性は鍛えなければなくなる。

・千歳川に下りる（触れ合える）手段がない。

	情報発信・交流や普及啓発
	・広報誌の有効利用。

・観光協会からの情報発信、公共交通の利用促進。


市内地図の添付（省略）

資　　　　　料
          ・千歳市環境基本計画検討市民会議設置要綱
          ・千歳市環境基本計画検討市民会議委員名簿
          ・千歳市環境基本計画検討市民会議開催経過
ちとせエコロジー市民会議設置要綱

（設置）

第１条　千歳市環境基本条例（平成１０年千歳市条例第２１号）第９条第３項の規定に基づき、環境基本計画の策定にあたって、市民等の意見を反映させるため、ちとせエコロジー市民会議（以下「エコ会議」という。）を設置する。

（所掌事項等）

第２条　エコ会議は、千歳市第２次環境基本計画の策定過程において、次に掲げる事項を検討し、今後の環境施策の推進に努めるものとする。

（１）環境基本計画における望ましい環境像及び環境目標に関する事項

（２）環境課題の抽出及び地域特性による環境行動に関する事項

（３）環境配慮の指針その他の必要事項

（組織）

第３条　エコ会議は、委員１０人以内をもって組織する。

２　委員は、市民等（市内に通勤又は通学する者を含む。）のうちから公募による選考及び団体等からの推薦によるものとし、委嘱は行わない。

３　会長が必要と認める場合には、追加して募集することができる。

４　委員に対する報酬は、支払わない。

（任期）

第４条　委員の任期は、第１回エコ会議開催の日から基本計画策定の日までとする。

（守秘義務）

第５条　委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

（会長及び副会長）

第６条　会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。

２　会長は、エコ会議を代表し、議事その他会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。

（会議の運営）

第７条　エコ会議は会長が招集し、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

２　エコ会議は自主参加及び自主運営を基本とする。

３　エコ会議において、会長が必要であると認める場合は、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

４　市は、資料、情報等を提供し、必要に応じ担当職員を派遣し、又はオブザーバーの招へい等、エコ会議を支援する。

（庶務）

第８条　エコ会議の庶務は、市民環境部環境課において行う。

（公開）

第９条　エコ会議の状況、意見の内容等については、原則、広く市民に公開する。

（補則）

第10条　この要綱に定めるもののほか、エコ会議の運営に関し必要な事項は、会長がエコ会議に諮って別に定める。

附則

この要綱は、平成２１年６月２２日から施行する。
ちとせエコロジー市民会議の検討内容等
設置の目的

平成１２年度に策定した環境基本計画の計画期間が平成２２年度に満了となることから、千歳市環境基本条例の規定により、平成２３年度から始まる次の基本計画の策定にあたって市民等の意見が反映されたものとなるよう、『ちとせエコロジー市民会議』を設置します。

検討の内容

ちとせエコロジー市民会議では、千歳市の望ましい環境像や環境目標、環境課題の抽出及び地域特性による環境行動に関して検討するとともに環境配慮の指針などについても検討します。

検討結果は、市長への提言として取りまとめます。

ちとせエコロジー市民会議委員
（敬称略、五十音別）
	氏　　名
	所属団体からの推薦等
	備　考

	今井　和道
	千歳市商店街振興組合連合会
	

	尾形 美智代
	千歳友の会
	

	斉藤　正志
	公　募
	会　長

	高塚　信和
	公　募
	

	立田　京平
	千歳商工会議所（千歳工業クラブ）
	

	中原　直彦
	しこつ湖自然体験クラブ「トゥレップ」
	

	橋本　邦晴
	公　募
	副会長

	久門 麻耶海
	ＮＰＯ　千歳ひと・魅力まちづくりネットワーク
	

	平野 貴志子
	公　募
	

	最上　卓嗣
	公　募
	


千歳市第２次環境基本計画の策定に係る会議等

千歳市第２次環境基本計画策定における各種会議等の関連は、次のとおりです。





平成21年度　ちとせエコロジー市民会議開催経過
	
	開催日
	会　議　内　容

	第１回
	９月11日
	会議の目的・進め方について
（１）ちとせエコロジー市民会議の目的等について
（２）環境基本計画とは？
（３）千歳市の環境に関する取組
（４）市民の環境に対する意識

	第２回
	10月30日
	国等の環境基本計画について

（１）国及び北海道の環境基本計画について

（２）千歳市環境基本計画の施策や事業について

	第３回
	11月13日
	千歳市での環境の課題や取り組みの方向性について
（１）日頃の生活で関心のあること

（２）千歳市で実現したいこと　取り組みたいこと

	第４回
	11月20日
	千歳市での環境の課題や取り組みの方向性について（続き）

（１）日頃の生活で関心のあること

（２）千歳市で実現したいこと　取り組みたいこと

	第５回
	１月15日
	千歳市第２次環境基本計画の環境テーマ（目標）（案）について

（１）各委員が検討した環境目標やキーワードを参考にして検討

・環境目標の決定
・望ましい環境像の決定

	第６回
	２月10日
	千歳市第２次環境基本計画策定に係る提言書（案）について


【基本的な考え方】


千歳市は北海道を代表する空港があり、道央圏でも商業・サービス業や先端技術産業など各種の産業が発展した「まち」です。活発な都市・産業活動と市民の生活環境と調和を図っていくことが今後も必要であり、そのためには騒音・振動問題や水質保全への対応はもちろん、千歳川の清掃や交通混雑の防止、有害物質対策など地域に即した環境配慮の取り組みが必要です。


また、「支笏湖」「千歳川」といった著名な自然資源や空港を利用する来訪者などが行き交う都市部、農村景観をはじめ自然・歴史・文化的なさまざまな地域資源が身近にあることから、これらを市民の手で発掘・再発見し、魅力のある住みよいまちづくりにつなげていくことも重要と考えます。





【基本的な考え方】


千歳市は、国立公園「支笏湖」、清流「千歳川」といった北海道を代表する自然資源を有し、「青葉公園」などの都市部における自然にも恵まれた「まち」です。


　私たちは、千歳の自然環境をきちんと見つめ、自然の中で起きていること「自然観」や「生態系、生物多様性」などについて正しく認識し、身につけ、その魅力を市外の人に発信し、活かす知恵を次の世代に伝えます。


また、身近な自然とふれあうために川や緑の環境についても考え、自然環境の保全をできるところからはじめるとともに、自然環境とふれあえる場や機会を増やすことを進めます。





・街路灯が明るすぎるため、少し暗くすることや太陽光・風力発電のついたものに変えることも有効ではないか。


・その先マイナス２５％を見据えた場合、太陽光・風力発電などの大がかりな取組を展開する必要がある。


・他の工場はもとより、各家庭にも太陽光発電が広まるとよい。


・エコ住宅を推進する必要がある。








【基本的な考え方】


ごみの減量・資源循環の問題は、各家庭や事業所を含め、市全体で取り組むことが必要です。千歳市独自の取り組みである「ＥＣＯちとせ」や「千歳市エコ商店」は事業者の取り組みとしてさらに拡充を進めていく必要があります。


また、家庭においては「ごみを出さない」観点から、３Ｒをさらに進めた４Ｒ「リデュース【Reduce：減らす】、リユース【Reuse：繰り返し使う】、リサイクル【Recycle：再資源化】、リフューズ【Refuse：断る】」の取り組みも必要です。「リフューズ【Refuse：断る】」については、家庭での取り組みだけでは限界があり、商品・サービスを提供する事業者にも働きかけるしくみの検討が望まれます。


さらに、身近な取り組みとして食品の残りものや生ごみは、発生を抑制し、堆肥化するなど、一人ひとりが工夫し実践できる効果的なごみの減量対策を検討する必要があります。





【基本的な考え方】


千歳市民みんなが環境問題に向き合うには、効果的な普及啓発により市民が環境に対する理解を深めることが必要です。環境への向き合い方については、こどもから大人まですべての人々がいつでも環境について学び実践できる機会と場所をつくるべきです。


また、先人の知恵（文化や自然観）を知ることがとても重要であるとともに、一人ひとりが歩いて千歳の身近な環境を感じて再確認することにより、まちを理解し千歳の環境と向き合うきっかけになるものと考えます。


さらに、環境情報や学習機会の提供は、広報誌や情報通信等の活用のほかにみんなが参加する意識を創り出すことが重要です。


そして、人づくりを進めるためには、職場や地域、年代などに応じて効果的に普及・啓発を進める工夫が必要であるとともに環境に対する理解を深めるために、活動を率先して展開する人々（リーダー）の育成も重要であり、今後は、幼いうちから環境を感じ・考え・行動する場を提供していくことが効果的だと考えます。





【必要と思う主な取り組み】


・騒音・振動、水質、大気の監視と環境基準の順守


・生活環境の現状把握　


・航空機騒音対策の継続


・工業都市なのに、煙の出ない街「千歳」を内外の人たちにＰＲする


・都市と農村の交流促進、農村景観の形成


・空の玄関口を意識した景観形成


・まちの環境、地域の資源を見直す機会の拡充（まち歩きの展開など）


・周辺の自然環境に配慮した、市街地開発を図る





【個別意見】


・アスベスト放置物件について市から撤去命令をすべきだ。


・企業の小型ボイラーの使用について環境影響評価をした方がいいのではないか。総量の把握が必要。


・（千歳川）特定の期間に流量を制限して、放置しないで、市民の力で清掃をしっかりする必要がある。


・（千歳川）中洲を清掃して流れを戻す必要がある。


・航空際の主催者として、航空自衛隊で自動車規制（モータープールの整備）をすることが有効ではないか（自動車の混雑防止）。


・環境配慮の取り組みとして、千歳市人口の３分の１を占める自衛隊関係者を巻き込むと、大きな効果が得られると思う。





【必要と思う主な取り組み】


・自然とふれあう場の拡充


・自然環境等いかした､来訪者との交流･おもてなし（見て癒される景観づくり）


・生態系、生物多様性の保全


・水循環、森林の保全


・都市に身近な自然を環境の保全


・「千歳川」「支笏湖」など水資源の保全


・ごみのポイ捨ての防止





【個別意見】


・子供や観光客もふれあえる（ＰＲする）のはいいことだ。


・車で来ても楽しめる親水エリアの整備。


・サケが川を上ることをもっと色々な人に見せる。


・鳥が集まれる水辺空間を広げ、豊かにすることが重要。


・外来種は、お金をかければ駆除ができる（エサを仕掛ける、繁殖期をつかむなどの工夫が必要）イギリスではヌートリアの駆除の実績あり、これに倣う方法が必要。


・エゾシカの対応など、北海道では、道央地区の対処のタイミングを逸したとしている。


・エゾシカは、国が責任を持って、適正なバランスに戻していく必要がある。


・休耕田や畑を利用した太陽光発電・風力発電の可能性。


・植樹を市民全体でやらなければ、復興は難しい。


・木を育てるためには維持管理（手入れ）が必要であり、もっと継続的に市民が参加できる機会が必要。


・遊水地整備や湿原環境の保全が必要である。


・グリーンベルトの整備予定で護岸の親水性を考える。


・バードウォチングなどのときにごみを捨てないようにすることが大切である。








【必要と思う主な取り組み】


・市民・企業における環境配慮行動の実践


・地球温暖化防止キャンペーンなどの市民・企業への普及


・アイドリングストップの普及啓発


・家庭部門での温暖化ガス排出対策推進


・新たな市民運動の展開


・エネルギー企業とのコラボによる先進的な取り組み


・省エネルギーや新エネルギーの積極的な導入


・環境負荷などについての情報提供





【個別意見】


・当面京都議定書に沿って身近に出来ることの積み重ねとしてチーム・マイナス６％を取り組み、国全体としての約束を実現したい。


・街路灯の間隔を抜くことが有効ではないか。


・ビーバスの利用者はお年寄りばかりなので、若い人にも使ってもらえるようにしたい。まずは行政から。


・夜間バスの運行。


・アイドリングストップ運動の推進。


・垂直型の太陽光パネルを実際に設置して市民に見せるのは有効ではないか。


・国立公園エリアの風力の活用による発電をやると有効ではないか。





【必要と思う主な取り組み】


・「ごみを出さない運動」の推進


・事業系廃棄物の抑制


・リサイクルの推進


・グリーン購入の推進


・３Ｒ（リデュース【Reduce:減らす】､リユース【Reuse:繰り返し使う】､リサイクル【Recycle:再資源化】）の推進


・４Ｒ（３Ｒにリフューズ【Refuse：断る】を加える）に広げた取り組みの推進





【個別意見】


・食品廃棄物の堆肥化を全市的に進めてはどうか、食品リサイクル法では最低20％を目指している。


・肥料の買い取りがシステム化されるといい。


・一時期チラシが減ったが、チラシの制限が出来るとごみが減ると思う。


・食品廃棄物の低減のため、家庭では買ったものを残さず食べきる、沢山買いすぎないようにすることが重要。


・ごみの分別は動機付けが必要、グリーンちとせの広報や３Ｒの展開などによる分別収集の徹底が必要。








【必要と思う主な取り組み】


・地域単位の取り組みの拡充


・子どもたちを始め誰もが環境を学べる機会の拡充


・環境づくり活動の普及・啓発


・環境マスター（リーダーの育成）


・環境づくり活動の参加促進


・千歳の環境を歩いて、みて、感じる取り組みの推進


・環境に関する先人の知恵（文化や自然観）を学び・活かす活動の推進





【個別意見】


・町内会や学校等で普及啓発活動を行えるリーダーの育成が重要である。


・資格取得者への支援。


・自然と触れ合える場所や時間の提供、確保。


・埋蔵文化財センターを長都小中学校で計画中だが、郊外にあるのはどうか。


　まちなかにないと人は行かないのではないか。


・環境配慮の取り組みとして、千歳市人口の３分の１を占める自衛隊関係者を巻き込むと、大きな効果が得られると思う。


・ビーバスを市の職員が率先して利用してはどうか。


・サケのふるさと館をみんながもっと利用するようになるとよい。


・みんなで散歩！ウォーキングマップ、フットパスの推進。


・車に乗らずに歩くことが重要（実際に目で見て感じる）。


・「自然観」を身に付ける（一度壊すと元に戻すのが非常に大変・すべてのものが繋がっている）。




















事業活動における環境影響の最小化を図り、環境保全を進めるために自主的な判断により行う環境管理の仕組みをいいます。平成８年にＩＳＯ（国際標準化機構）において、環境マネジメントシステムと環境監査に関する国際規格が定められています。





○主な取り組み地域：都市・農村部


○主な取り組みの期間：短～中期





・３Ｒ（リデュース【Reduce:減らす】､リユース【Reuse:繰り返し使う】､リサイクル【Recycle:再資源化】）の推進





千歳市第２次環境基本計画の望ましい環境像











限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑　そして共生をめざして





～ 環境を一人ひとりが見て・感じて・考え・ともに行動するまち　ちとせ ～








千歳版環境マネジメントシステムである「ＥＣＯちとせ」は、千歳市内に所在している事業所を対象とした、「環境配慮行動の取り組み方」を定めた規格です。「ＥＣＯちとせ」に基づいて環境配慮行動を実践した事業所は、申請することにより認定を受けることができ、認定された事業所には市から認定証が交付されます。認定費用はかかかからず無理なくチャレンジできるシステムです。





千歳市はごみの発生抑制や地球環境に優しい再生品の販売等に積極的に取組む商店を千歳市エコ商店と認証し、商店と市民のごみ減量意識を高めることを始め、循環型社会の形成に貢献することを目的としています。





現在の基本計画における環境目標


　① 資源やエネルギーを有効に利用するまち


　② 都市生活型公害の心配のないまち


　③ 良好な自然と身近な生物にふれあえるまち


　④ やすらぎと潤いに満ちた住みよいまち


　⑤ 環境保全活動などにみんなが参加するまち








国際規格であるＩＳＯ14001を基本とし、多くの中小企業や各種団体等、多くの組織が容易に取り組める環境マネジメントシステムとして、社団法人北海道商工会議所連合会が中心となり、経済団体、環境関係団体、行政機関(北海道・札幌市)の協力を得て構築し、より分かり易く、より安価で、より取り組みやすくしたものです。





図－１　「国と北海道の環境基本計画の関係」について





【国の環境基本計画（第３次）の骨子】





【北海道の環境基本計画（第２次）の骨子】





・冬になると葉が落ちるため、常緑樹を増やしては。


・公園のベンチが腐食しないように冬には保護が必要。


・公園緑地の維持は行政ではなく町内会が維持管理すべき。


・動物が食べる実のなる木の植樹（公園緑地）。


・動物が安全なエコロードの整備が必要（公園緑地）。


・植樹の前に既にあるものを有効に活用する方法を考えることが重要ではないか。


・冬を楽しむイベントの開催。


・自然を大切にする意識の醸成。


・景観おすすめスポットに案内看板を設置したり、案内の地図を作成してはどうか。


・観光客を千歳に引き止める情報の積極的な発信が必要（パレットの丘など）。


・歴史景観など跡地利用と駐車スペースの確保（ママチ川の隧道）。


・キウス、ウサクマイなどの遺跡をもっと知ってほしい。





○主な取り組み地域：自然公園地域等


○主な取り組みの期間：中～長期





○主な取り組み地域：都市部等


○主な取り組みの期間：短～中～長期





○主な取り組み地域：都市部等


○主な取り組みの期間：短～中～長期





○主な取り組み地域：都市部等


○主な取り組みの期間：短～中～長期
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私たちが考えた目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り組むべきことがら　　　　　　　　　　





望ましい環境像





・生活環境の現状把握








目標１．


生活環境と産業が調和した、


健康・安全・安心で住みよいまち





・騒音・振動、水質、大気の監視と環境基準の順守





主な取り組み地域：都市・農村部


主な取り組みの期間：短～中期


・大気汚染・水質汚濁


・騒音・振動


・悪臭・土壌汚染・化学物質


・日照・電波障害


・農村環境､グリーンツーリズム


・都市景観､地域資源(文化財等含む)の発掘･発信





限りなく伝えよう　いい空　いい水　いい緑　そして共生をめざして


～環境を一人ひとりが見て・感じて・考え・ともに行動するまち　ちとせ～





・工業都市なのに、煙の出ない街「千歳」を内外の人たちにＰＲする





・航空機騒音対策の継続





・空の玄関口を意識した景観形成





・都市と農村の交流促進、農村景観の形成





・まちの環境、地域の資源を見直す機会の拡充（まち歩きの展開など）





・周辺の自然環境に配慮した、市街地開発を図る





主な取り組み地域：自然公園地域等


主な取り組みの期間：中～長期　　


・千歳川、美々川


　・支笏湖


　・支笏湖周辺の森林


　・生物多様性の保全


　・環境保全地域(青葉公園､千歳川)


　・エコツーリズムの推進（支笏湖）








目標２．


生き物たちを育み、人々をもて


なす豊かな自然を後世に


引き継ぐまち





・自然とふれあう場の拡充





・自然環境等いかした､来訪者との交流･おもてなし


（見て癒される景観づくり）





・生態系、生物多様性の保全





・都市に身近な自然環境の保全





・水循環、森林の保全





・ごみのポイ捨ての防止





・「千歳川」「支笏湖」など水資源の保全





目標３．


日々の暮らしや営みを通じて


地球環境問題を積極的に考え、


行動するまち





・地球温暖化防止キャンペーンなどの市民・企業への普及





主な取り組みの地域：都市部等


主な取り組みの期間：短～中～長期


・低炭素型社会のまちづくり


（公共交通、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ等、温暖化ガスの削減）


　・新エネルギー導入


　・省エネルギー実践





・市民・企業における環境配慮行動の実践





・家庭部門での温暖化ガス排出対策推進





・アイドリングストップの普及啓発





・エネルギー企業とのコラボによる先進的な取り組み





・新たな市民運動の展開





・環境負荷などについての情報提供





・省エネルギーや新エネルギーの積極的な導入








目標４．


限りある資源を循環・再生させ、


循環型社会の形成に向け努力を


続けるまち





・事業系廃棄物の抑制





主な取り組み地域：都市部等


主な取り組みの期間：短～中期


　・ごみの減量


　・廃棄物処理


　・３Rの実践（４Ｒの推進）








・「ごみを出さない運動」の推進





・グリーン購入の推進





・リサイクルの推進





・４Ｒ（３Ｒにリフューズ【Refuse：断る】を加える）に広げた取り組みの推進





環境省により1996年中小事業者等、幅広い事業者に対して自主的に「環境へのかかわりに気づき、目標を持ち、行動することができる」取り組みやすい方法として「環境活動評価プログラム」が策定されました。事業者等の環境への取り組み状況は、認証・登録制度により評価及び「環境活動レポート」が公表されます。








取り組み地域：区域全般


取り組みの期間：短～中～長期


・リーダーの育成


・環境学習の場の拡充


・情報提供


・地域間交流、国際交流








目標５．


環境の大切さを


学び、伝え、人を育てるまち





・子どもたちを始め誰もが環境を学べる機会の拡充





・地域単位の取り組みの拡充





・環境マスター（リーダーの育成）





・環境づくり活動の普及・啓発





・千歳の環境を歩いて、みて、感じる取り組みの推進





・環境づくり活動の参加促進





・環境に関する先人の知恵（文化や自然観）を学び・活かす活動の推進
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千歳市議会








提言





報告





答申





諮問





計画原案





事業検証及び検討




















事務局（環境課）








市　　長





庁　　内


会議開催または、


ヒアリング等実施








千歳市環境審議会








ちとせエコロジー市民会議





(1)環境基本計画における望ましい環境像や環境目標に関する事項


(2)環境課題の抽出及び地域特性による環境行動に関する事項


(3)環境配慮の指針その他の必要事項








パブリック


コメント


（企画部所管）





検討・説明または回答





【基本的な考え方】


千歳市は、平成２０年度から国民的な環境キャンペーン「チームマイナス６％」に参加登録をし、市民・事業者にも参加を呼びかけ推進してきました。しかし、市民の認知度は低く、地球温暖化防止運動は市民レベルに十分に広まっているとは言えない状況です。


一方、国では、平成２２年１月から「チーム・マイナス６％」に替わって、さらなる地球温暖化防止運動の取り組みとして「チャレンジ２５キャンペーン」をスタートさせ、事業所や家庭において「エコな生活スタイルを選択しよう」など６つの取り組みを呼びかけ、これからの約１０年間に１９９０年と比較して２５％の温室効果ガスの削減を国全体の目標として掲げ、総力を結集して推進することとしています。　


この様な状況から、私たちは市民や来訪者も含め、みんなで取り組む気運を高め、国の地球温暖化防止運動の取り組み動向を見据えながら、市民が主体となって参加の輪を広めることが可能なアイドリングストップ運動や公共交通の利用促進、省エネルギーの各種の取り組みに加え、太陽光・風力発電などの新エネルギーの導入、環境負荷の低減に関する情報の収集・提供など低炭素型社会に向けた取り組みを市民運動として広めなければなりません。


また、千歳市に立地する大学や企業と連携し、環境配慮に向けた先進的な取り組みを模索していくことも必要です。





ポリ塩化ビフェニルの略で有機化合物の一つ。不燃性で、熱に強く、絶縁性にすぐれ、化学的にも安定していて分解されにくく、動物の脂肪組織に蓄積されやすい。従来、熱媒体、絶縁油、塗料に使用されていたが、人に対し皮膚障害、肝臓障害を引き起こす毒性を持つことから、現在では、国内で製造は禁止されています。
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